
 

豊中市条例第   号                     

豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例  

（目的）  

第１条  この条例は，個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号。以下「法」という。）の施行に関 し必要な

事項を定めることを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例における用語の意義は，法の例による。  

（条例個人情報ファイル簿）  

第３条  実施機関（市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平

委員会，監査委員，農業委員会，固定資産評価審査委員会，

上下水道事業管理者，病院事業管理者及び消防長 をいう。）

及び財産区（以下「実施機関等」という。）は，保有してい

る法第７４条第２項第９号に規定する個人情報ファイル（以

下「条例個人情報ファイル」という。）について，次に掲げ

る事項を記載した帳簿（以下「条例個人情報ファイル簿」と

いう。）を作成し，公表しなければならない。  

(１ ) 条例個人情報ファイルの名称   

(２ ) 当該実施機関等の名称及び条例個人情報ファイルが利

用に供される事務をつかさどる組織の名称  

(３ ) 条例個人情報ファイルの利用目的  

(４ ) 条例個人情報ファイルに記録される項目（以下「条例

記録項目」という。）及び本人（他の個人の氏名，生年月

日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。）と

して条例個人情報ファイルに記録される個人の範囲  

(５ )  条例個人情報ファイルに記録される個人情報（以下「条

例記録情報」という。）の収集方法  

(６ ) 条例記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは，そ  

の旨  

(７ ) 条例記録情報を当該実施機関等以外の者に経常的に提

供する場合には，その提供先  



 

(８ ) 法第７６条第１項，法第９０条第１項又は法第９８条

第１項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地  

(９ ) 法第９０条第１項ただし書又は法第９８条第１項ただ

し書に該当するときは，その旨  

(10) その他市規則で定める事項  

２  前項の規定は，条例個人情報ファイルであって，法第７４  

条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 及 び 第 １ ０ 号 並 び に 法 第 ７

５ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 個 人 情 報 フ ァ イ ル に

ついては，適用しない。  

３  第１項の規定にかかわらず，実施機関等は，条例記録項目  

の一部若しくは同項第５号若しくは第７号に掲げる事項を条

例個人情報ファイル簿に記載し，又は条例個人情報ファイル

を条例個人情報ファイル簿に掲載することにより，利用目的

に係る事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂

行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは ，その

条例記録項目の一部若しくは事項を記載せず，又はその条例

個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないこ

とができる。  

（開示決定等の期限）                                   

第４条  開示決定等は，開示請求があった日から１４日以内に

しなければならない。ただし，法第７７条第３項の規定によ

り補正を求めた場合にあっては，当該補正に要した日数は，

当該期間に算入しない。  

２  前項の規定にかかわらず，実施機関等は，事務処理上の困

難その他正当な理由があるときは，同項に規定する期間を３

０日以内に限り延長することができる。この場合において，

実施機関等は，開示請求者に対し，遅滞なく，延長後の期間

及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  

（開示決定等の期限の特例）  

第 ５ 条  開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 著 し く 大 量 で あ る た

め，開示請求があった日から４４日以内にその 全てについて



 

開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が 生ず

るおそれがある場合には，前条の規定にかかわらず，実施機

関等は，開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分に

つき当該期間内に開示決定等をし，残りの保有個人情報につ

いては相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合

において，実施機関等は，同条第１項に規定する期間内に，

開示請求者に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。  

(１ ) この条の規定を適用する旨及びその理由  

(２ ) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限  

（手数料等）  

第６条  法第８９条第２項の規定により納付しなければならな

い手数料の額は，零円とする。  

２  法 第 ８ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 写 し 等 の 交 付 を 受 け る 者

は，当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなけれ

ばならない。  

３  前項の費用の額は，市規則で定める。  

（運用状況の公表）  

第７条  市長は，毎年度１回各実施機関等における法及びこの  

条例の運用状況を取りまとめ，公表しなければならない。  

（委任）  

第８条  この条例の施行について必要な事項は，市規則で定め

る。   

附  則  

１  この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，附

則第６項中豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会条例（平

成元年豊中市条例第７号）第３条第１項の改正規定は，令和

５年８月２４日から施行する。  

２  豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中市条例第１９号）

は，廃止する。  

３  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に前項



 

の規定による廃止前の豊中市個人情報保護条例（以下「旧条

例」という。）第１８条，第３２条又は第４２条の規定によ

る請求がされた場合における旧条例に規定する 自己情報の開

示，訂正又は削除等については，なお従前の例による。  

４  施行日前に旧条例第５１条の規定による申出がされた場合

における旧条例に規定する苦情の申出については，なお従前

の例による。  

５  豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号）の

一部を次のように改正する。  

  第９条第２項中「豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊

中市条例第１９号）」を「個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）」に改める。  

６  豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会条例の一部を次

のように改正する。  

  第１条中「及び豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中

市条例第１９号。以下「保護条例」という。）の適正かつ円

滑な運営を図るため」を「の適正かつ円滑な運営を図るとと

もに，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第１２９条に規定する個人情報の適正な取 扱いを確保す

るため」に改める。  

  第２条第１項中「保護条例第２条第１号」を「豊中市個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年豊中市条例第  

 号。以下「保護条例」という。）第３条第 １項」に，「審

議する」を「調査審議し，その意見を答申するものとする」

に改め，同項第１号及び第２号を次のように改める。  

  (１ ) 情報公開制度の運営に関する重要事項  

  (２ ) 保護条例の改正又は廃止に関する重要事項  

  第２条第２項を削る。  

第３条第１項中「１３人」を「９人」に改める。  

  第４条を次のように改める。  

（任期）  



 

第４条  委員は，第２条の規定による調査審議が終了したと

きは，解嘱されるものとする。  

 ２  市長は，特別の理由があると認める場合は，前項の規定

にかかわらず，委員を解嘱することができる。  

  第６条中「審議」を「調査審議」に改める。  

７  この条例の施行の際， 現に前項の規定による改正前の豊中

市情報公開・個人情報 保護運営委員会条例第３条第２項の規

定により委嘱された豊中市情報公開・個人情報保護 運営委員

会の委員である者の任期は，前項の規定による改正後の豊中

市情報公開・個人情報保護運営委員会条例第４条第１項の規

定にかかわらず，令和５年８月２３日までとする。  

８  豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成元年豊中

市条例第８号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中市条

例第１９号。以下「保護条例」という。）第５２条」を「個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）第１０５条第３項 の規定により読み替えて

準用する同条第１項」に改める。  

  第５条第１項中「保護条例第２条第１号」を「豊中市個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年豊中市条例第  

 号）第３条第１項」に改める。  

  第１２条を第１３条とし，第１１条の次に次の１条を加え

る。  

 （他の法令との調整）  

 第１２条  法第１０５条第３項の規定により読み替えて準用

する同条第１項の規定による 諮問がなされた場合における

調査審議の手続については，第５条第４項，第６条第１項

及び第３項，第７条，第８条第２項から第６項 まで並びに

第１０条の規定にかかわらず，法及び行政不服審査法の規

定による。  

 ２  前項の場合において，第８条第１項中「若しくは第４項



 

又は前条の規定による意見書」とあるのは「又は行政不服

審査法第８１条第３項において準用する同法第７４条若し

くは同法第７６条の規定による主張書面」と，「当該意見

書」とあるのは「当該主張書面」と読み替えるものとする。 

９  豊中市暴力団排除条例（平成２５年豊中市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。  

  第１４条第１項中「豊中市個人情報保護条例 (平成１７年豊

中市条例第１９号 )第２条第１号」を「豊中市個人情報の保護

に関する法律施行条例（令和４年豊中市条例第   号）第３

条第１項」に，「同条第２号」を「個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項 」に改める。  

10 次に掲げる条例の規定中「豊中市個人情報保護条例（平成

１７年豊中市条例第１９号）第２条第２号」を「個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項」

に改める。  

(１ ) 豊中市立養護老人ホーム条例（平成２４年豊中市条

 例第５２号）第１３条第２号  

(２ ) 豊中市立青少年自然の家条例（平成２０年豊中市条

 例第１３号）第２２条第２号  

(３ ) 豊中市立母子父子福祉センター条例（昭和５１年豊

   中市条例第３２号）第２０条第２号  

(４ ) 市民ホール条例（昭和４３年豊中市条例第２０号）

   第２３条第２号  

(５ ) 豊中市立伝統芸能館条例（平成７年豊中市条例第１

   ８号）第２２条第２号  

(６ ) 豊中市立市民ギャラリー条例（平成１３年豊中市条

   例第４２号）第２３条第２号  

(７ ) とよなか国際交流センター条例（平成５年豊中市条

   例第２６号）第２１条第２号  

(８ ) とよなか男女共同参画推進センター条例（平成１２

   年豊中市条例第１９号）第２１条第２号  



 

(９ ) 豊中市体育施設条例（昭和５６年豊中市条例第１３  

号）第２３条第２号  

(10) 豊中市立火葬場条例（平成２６年豊中市条例第６８  

号）第１９条第２号  

(11) 豊中市立環境交流センター条例（平成１７年豊中市

   条例第３２号）第２１条第２号  

(12) 文化施設等自動車駐車場条例（平成１２年豊中市条

   例第４３号）第１９条第２号  

(13) 市営住宅条例（昭和 ３６年豊中市条例第２０号）第

   ４５条第１号  


